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(57)【要約】
　取り外し可能な吻合クリップであって、医療機械技術
分野に属し、従来技術の内視鏡用吻合クリップの取り除
きにくい問題と挟み力が小さい問題を解決する。当該取
り外し可能な内視鏡用吻合クリップは、噛合具（１、３
）と、弾性具（２、４）と、を含む。噛合具（１、３）
及び弾性具（２、４）の数は、少なくとも二つであり、
噛合具（１、３）の端部と弾性具（２、４）の端部とを
順に接続することにより複数の接続部（１１）が構成さ
れる。複数の接続部（１１）のうち少なくとも一つの接
続部（１１）は、取り外し可能な接続部である。当該吻
合クリップを採用することにより手術後に簡単に取り外
すこと及び取り除くことが実現される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　噛合具と、弾性具と、を含む取り外し可能な内視鏡用吻合クリップであって、
　前記噛合具及び前記弾性具の数は、それぞれ少なくとも二つであり、
　前記噛合具の端部と、前記弾性具の端部とは、順次接続されて複数の接続部が構成され
、
　前記複数の接続部のうち少なくとも一つの接続部は、取り外し可能な接続部である
ことを特徴とする取り外し可能な内視鏡用吻合クリップ。
【請求項２】
　前記取り外し可能な接続部は、縛り接続、スリーブ接続、ピン接続、及びクランプ接続
のうちのいずれかの一種又は複数種の接続方式の組み合わせにより接続される
ことを特徴とする請求項１に記載の取り外し可能な内視鏡用吻合クリップ。
【請求項３】
　前記噛合具の端部及び前記弾性具の端部には、いずれも位置規制部が設けられる
ことを特徴とする請求項２に記載の取り外し可能な内視鏡用吻合クリップ。
【請求項４】
　前記接続方式に使用される縛り糸、スリーブ、ピン又はクランプは、前記位置規制部に
接続される
ことを特徴とする請求項３に記載の取り外し可能な内視鏡用吻合クリップ。
【請求項５】
　前記縛り糸、前記スリーブ、前記ピン、又は前記クランプには、引っ張り部が設けられ
る
ことを特徴とする請求項４に記載の取り外し可能な内視鏡用吻合クリップ。
【請求項６】
　前記噛合具は、第１噛合具と、第２噛合具により構成され、
　前記弾性具は、第１弾性具と、第２弾性具により構成され、
　前記第１噛合具の端部及び第２噛合具の端部は、それぞれ前記第１弾性具の端部及び前
記第２弾性具の端部に順次接続されて複数の前記接続部を構成し、
　複数の前記接続部のうちの少なくとも一つは、取り外し可能な接続装置により接続され
、
　自然状態において、前記第１噛合具と前記第２噛合具とは噛み合わされ、
　前記取り外し可能な接続装置を取り外した後、前記第１噛合具と前記第２噛合具とは分
離される
ことを特徴とする請求項１に記載取り外し可能な内視鏡用吻合クリップ。
【請求項７】
　複数の前記接続部のうち、対角位置に位置する接続部は、取り外し可能な接続部である
ことを特徴とする請求項６に記載の取り外し可能な内視鏡用吻合クリップ。
【請求項８】
　複数の前記接続部のうち、隣り合う二つの接続部は、取り外し可能な接続部である
ことを特徴とする請求項６に記載の取り外し可能な内視鏡用吻合クリップ。
【請求項９】
　前記噛合具と前記弾性具とは、一体成形され、
　前記噛合具は、噛合歯を含み、
　前記弾性具は、前記噛合具の両側の伸長部であり、
　前記伸長部は、弾性を有する
ことを特徴とする請求項１に取り外し可能な内視鏡用吻合クリップ。
【請求項１０】
　前記弾性具は、弾性金属材料で作製される
ことを特徴とする請求項１から１０のいずれか一項に記載の取り外し可能な内視鏡用吻合
クリップ。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、医療機械技術分野に属し、特に取り外し可能な内視鏡用吻合クリップに関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　消化管出血は、消化管疾患の一般的な臨床症状であり、出血する部位によって、上部消
化管出血と下部消化管出血に分けられる。中でも、動脈性出血は、比較的に死亡率が高く
、特に消化管の急性動脈性出血の場合、死亡率が約10％であり、60歳以上の患者の出血死
亡率が30％から50％と高い。また、消化管穿孔も一般的な臨床疾患であり、ほとんどの穿
孔患者は30～60歳（75％）である。胃潰瘍穿孔の死亡率は、27％であり、患者が高齢であ
るほど、死亡率が高くなる。
　現在、消化管出血及び消化管穿孔の臨床治療の主な方法としては、止血クリップ（例え
ば、ボストンサイエンティフィック製のresolution止血クリップ及び南京微創製のハーモ
ニークリップ）を使用して治療することであるが、その欠点は、挟み範囲が狭く、挟み力
が不十分であり、動脈性出血と穿孔に対する治療効果がよくないことである。これらの欠
点に対して、ドイツのオビスコ社によって、挟み力及び挟み範囲が良好なＯＴＳＣ吻合ク
リップが開発されたが、この製品は高価であるとともに、解放した後に取り外しにくくな
るため、吻合クリップを取り除くには同社の特製のアーク切断装置により吻合クリップを
切断する必要がある。
　現在、市販されている内視鏡用吻合クリップのほとんどは、一体成形されたもので、取
り外すことができない。手術後、吻合クリップを全体として取り除くしかない。しかしな
がら、取り除き操作が困難である。また、吻合クリップを全体として取り除く過程におい
て、組織に二次的損傷を引き起こしやすいため、手術後の吻合クリップの取り除きはさら
に困難になる。上記問題を早急に解決することが期待されている。
【発明の概要】
【０００３】
　前述した内容に鑑み、本発明は、従来技術において吻合クリップを取り除く操作が困難
な問題、挟み力が不十分な問題を解決するために、取り外し可能な内視鏡用吻合クリップ
を提供することを目的とする。
【０００４】
　本発明は、以下の技術的方法により、その目的が実現される。
　本発明の一態様によれば、噛合具と、弾性具と、を含む取り外し可能な内視鏡用吻合ク
リップであって、噛合具及び弾性具の数は、それぞれ少なくとも二つであり、噛合具の端
部と、弾性具の端部とは、順次接続されて複数の接続部が構成し、複数の接続部のうち少
なくとも一つの接続部は、取り外し可能な接続部である。
　本発明の他の態様によれば、取り外し可能な接続部は、縛り接続、スリーブ接続、ピン
接続、及びクランプ接続のうちのいずれかの一種又は複数種の接続方式の組み合わせによ
り接続される。
　また、噛合具の端部及び弾性具の端部には、いずれも位置規制溝と、ピン孔と、係止溝
と、を含む位置規制部が設けられる。
　さらに、取り外し可能な接続部は、縛り接続を採用し、噛合具及び弾性具の端部には、
位置規制溝が形成される。
　さらに、取り外し可能な接続部は、スリーブ接続を採用し、噛合具及び弾性具の端部に
は、位置規制溝が設けられ、スリーブには、位置規制溝に対応する係止部が設けられる。
　さらに、取り外し可能な接続部は、ピン接続を採用し、噛合具及び弾性具の端部には、
ピン孔が設けられ、ピンは、ピン孔により噛合具と弾性具の端部を固定する。
　さらに、取り外し可能な接続部は、クランプ接続を採用し、噛合具及び弾性具の端部に
は、クランプに対応する係止溝が形成される。
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　さらに、接続方式に使用される縛り糸、スリーブ、ピン又はクランプは位置規制部に接
続される。
　さらに、取り外し可能な接続部の縛り糸、スリーブ、ピン、又はクランプには、引っ張
り部が設けられる。
　さらに、噛合具は、第１噛合具と、第２噛合具により構成され、弾性具は、第１弾性具
と、第２弾性具により構成され、第１噛合具の端部及び第１弾性具の端部と、第２噛合具
の端部及び第２弾性具の端部とは、順次接続されて複数の接続部を構成し、少なくとも一
つの接続部は、取り外し可能な接続装置により接続され、自然状態において、第１噛合具
と第２噛合具とは相互に噛み合わされ、取り外し可能な接続装置を取り外した後、第１噛
合具と第２噛合具とは分離される。
　さらに、複数の接続部のうち、対角位置に位置する接続部は、取り外し可能な接続部で
ある。
　さらに、複数の接続部のうち、隣り合う二つの接続部は、取り外し可能な接続部である
。
　さらに、噛合具と弾性具とは、一体成形され、噛合具は、噛合歯を含み、弾性具は、噛
合具の両側の伸長部であり、伸長部は、弾性を有する。
　さらに、弾性具は、弾性金属材料で作製される。
　さらに、噛合具の噛合歯には、スパイク部が設けられる。
　さらに、噛合具は、金属材料又は高分子材料で作製される。
　さらに、弾性具は、円弧構造である。
　さらに、弾性具は、ねじりばね構造である。
　さらに、縛り接続は、巻付縛りであり、縛り糸の一端は、噛合具又は弾性具に固定され
る。
　さらに、縛り接続は、捻じ糸縛りであり、捻じ糸は、位置規制溝内に位置する。
　さらに、縛り糸は、金属糸又は高分子糸である。
　さらに、噛合具及び弾性具の端部には、ピン孔が形成され、スリーブには、ピン孔に対
応する通孔が形成され、ピンは、通孔とピン孔に挿入することによりスリーブを固定する
。
　さらに、噛合具及び弾性具の端部には、位置規制溝が形成され、スリーブの側壁には、
位置規制溝に対応する開口が形成され、位置規制溝とスリーブ側壁の開口において、縛り
糸により縛ることによりスリーブを固定することが実現される。
　さらに、噛合具及び弾性具の数は、いずれも二つであり、二つの噛合具と二つの弾性具
は、四つの独立構造になり、接続して四つの取り外し可能な接続部が構成される。
　さらに、噛合具及び弾性具の数は、いずれも二つであり、第１噛合具と第１弾性具は固
定して接続され、第２噛合具及び第２弾性具とは合わせて三つの独立構造になる。この三
つの独立構造を接続することにより三つの取り外し可能な接続部が構成される。
　さらに、噛合具及び弾性具の数は、いずれも二つであり、第１噛合具と第１弾性具は固
定して接続され、第２噛合具と第２弾性具は固定して接続される。二つの独立構造が接続
して二つの対角位置に位置する取り外し可能な接続部が構成される。
　さらに、噛合具及び弾性具の数は、いずれも二つであり、第１弾性具と第２弾性具をそ
れぞれ第１噛合具の二つの端部に固定して接続し、第２噛合具と接続して二つの隣り合う
角に位置する取り外し可能な接続部が構成される。
　さらに、噛合具及び弾性具の数は、いずれも二つであり、第１弾性具の曲率は、第２弾
性具の曲率よりも大きく、第１噛合具及び第２噛合具の端部は、それぞれ第１弾性具の二
つの端部に固定して接続され、第２弾性具の端部は、第２噛合具の端部に固定して接続さ
れ、第２弾性具の他端部は、第１噛合具の端部に取り外し可能に接続される。
　さらに、噛合具の数は、少なくとも三つであり、噛合具は、弾性具に固定して接続され
、端部を端から端まで接続することにより、複数の取り外し可能な接続部が構成され、中
央に対称になるように配置される。
　さらに、吻合クリップは、内視鏡の透明キャップ外に設けられて使用される。
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　さらに、吻合クリップは、引っ張り糸で引っ張ることにより解放される。
【０００５】
　従来の技術に比べ、本発明は、以下の効果を奏する。
　ａ）本発明により提供される取り外し可能な吻合クリップにおいて、噛合具及び弾性具
の接続部は、取り外し可能な接続部であり、構造設計が簡単で巧みであり、取り外し可能
な接続部を解くだけで、吻合クリップを取り外すことができる。吻合クリップを全体とし
て取り除く必要がなく、取り外してから取り除くことにより、吻合クリップを迅速に取り
除くことができる。これにより、吻合クリップを取り除く難易度が低くなり、特に吻合ク
リップの噛合歯が組織で覆われている場合、取り外された内視鏡噛合歯吻合クリップの部
品を組織から抜けば、吻合クリップを取り除くことができる。これにより、吻合クリップ
を取り除く際に周囲の組織への損傷を低減することができる。
　ｂ）本発明により提供される取り外し可能な吻合クリップにおいて、弾性具は、弾性の
ある金属材料で作製されるため、吻合クリップに継続的かつ安定した十分な挟み力を提供
できる。また、噛合具は、金属材料又はポリマー材料で作製されるため、優れた生体力学
的特性及び耐食性を有し、吻合クリップの使用寿命が延長される。さらに、噛合具の噛合
歯にスパイク部を設けることにより、解放する際に噛合具が内側に回転し、スパイク部が
組織に差し込み、組織がしっかり把持され、組織を集める効果がよく、よりいい挟み効果
が実現される。
　ｃ）本発明により提供される取り外し可能な吻合クリップにおいて、取り外し可能な接
続部は、吻合クリップと対向して設けられてもよく、吻合クリップと隣り合って設けられ
てもよく、内視鏡用吻合クリップの中央部に設けられてもよい。位置が柔軟に変更できる
ため、限られた内視鏡の視野の下での医師の操作に有利である。
　本発明において、上記した各技術的解決策を互いに組み合わせることにより、より好ま
しい技術的解決策が実現される。本発明の他の特徴や利点については、後述する。また、
一部の利点は、明細書から明らかになるか、本発明を実施することにより理解できる。本
発明の目的及び他の利点は、明細書、特許請求の範囲、及び図面で特定される内容により
実現され、取得される。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
　図面は、具体的な実施例を説明するものであり、本出願を限定するためのものではない
。図面において、同じ参照符号は同じ構成部品を示す。
【０００７】
【図１】本発明の実施例１に係る内視鏡用吻合クリップの構造模式図である。
【図２】図１における内視鏡用吻合クリップが取り外された後の構造模式図である。
【図３】図１における内視鏡用吻合クリップの正面図である。
【図４】図１における内視鏡用吻合クリップが開けられて変形した後の構造模式図である
。
【図５】本発明の実施例１に係る弾性具がねじりばね構造である内視鏡用吻合クリップの
構造模式図である。
【図６】本発明の実施例１に係る捻じ糸が縛り接続される内視鏡用吻合クリップの構造模
式図である。
【図７】本発明の実施例１に係るスリーブ接続される内視鏡用吻合クリップの構造模式図
である。
【図８】本発明の実施例１に係るピン接続される内視鏡用吻合クリップの構造模式図であ
る。
【図９】本発明の実施例１に係るクランプ接続される内視鏡用吻合クリップの構造模式図
である。
【図１０】本発明の実施例１に係るスリーブ接続とピン接続の組み合わせにより接続され
る内視鏡用吻合クリップの構造模式図である。
【図１１】本発明の実施例１に係るスリーブ接続と糸縛りの組み合わせにより接続される
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内視鏡用吻合クリップの構造模式図である。
【図１２】本発明の実施例２に係る対角位置に位置する取り外し可能に接続される内視鏡
用吻合クリップの構造模式図である。
【図１３】図１２における内視鏡用吻合クリップが取り外された後の構造模式図である。
【図１４】本発明の実施例２に係る隣り合う角に位置する取り外し可能に接続される内視
鏡用吻合クリップの構造模式図である。
【図１５】図１４における内視鏡用吻合クリップが取り外された後の構造模式図である。
【図１６】本発明の実施例２に係る一つの取り外し可能な接続部を有する内視鏡用吻合ク
リップの構造模式図である。
【図１７】図１６における内視鏡用吻合クリップが取り外された後の構造模式図である。
【図１８】本発明の実施例３に係る内視鏡用吻合クリップの構造模式図である。
【図１９】図１８における内視鏡用吻合クリップが取り外された後の構造模式図である。
【図２０】本発明の実施例４に係る内視鏡用吻合クリップの構造模式図である。
【図２１】図２０における内視鏡用吻合クリップが開けられて変形した後の構造模式図で
ある。
【図２２】図１における内視鏡用吻合クリップの取付・解放示意図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下は、図面を参照しながら本発明の好ましい実施例を詳しく説明する。ここで、図面
は、本発明の一部を構成し、本発明の実施例１とともに本発明の原理を説明するためのも
のであり、本発明の範囲を限定するためのものではない。
【０００９】
　実施例１
　図１～図１１において、本発明に係る取り外し可能な吻合クリップの第１実施形態が示
される。図１～図５に示すように、内視鏡用吻合クリップは、第１噛合具１と、第１弾性
具２と、第２噛合具３と、第２弾性具４と、を含む。第１噛合具１及び第２噛合具３は、
いずれも噛合歯と、伸出部と、を含む。第１噛合具１の端部と、第１弾性具２の端部と、
第２噛合具３の端部と、第２弾性具４の端部と、を端から端まで接続することにより四つ
の取り外し可能な接続部１１が構成される。取り外し可能な接続部１１は、取り外し可能
な接続装置により接続される。自然状態において、第１噛合具１と第２噛合具３は、噛み
合わせ状態にあり、取り外し可能な接続装置を取り外すことにより第１噛合具１と第２噛
合具３とは分離される。取り外し可能な接続装置は、縛り糸５であり、すなわち取り外し
可能な接続部１１は、巻付縛り接続を採用する。接続状態において、取り外し可能な接続
部１１は、第１噛合具１の端部と、第１弾性具２の端部と、巻き付けられる縛り糸５と、
を含む。二つの噛合具及び二つの弾性具の端部には、弾性具、噛合具、及び縛り糸５の位
置を位置規制するために、いずれも位置規制部が形成される。位置規制部は、位置規制溝
である。縛り糸５は、金属糸でもよく、高分子糸でもよい。巻きつけることにより縛るこ
とが完成され、取り外す際に、縛り糸５を反対側に巻きつけばよい。
【００１０】
　より良い縛り効果を得るために、縛り糸５はステンレス鋼線であることが好ましい。ス
テンレス鋼線は、巻きつけられた後に一定の形状を保つことができ、結ばなくてもしっか
り縛ることができ、操作が簡単で、固定効果が良い。縛り糸５は、重なり合ったり巻かれ
たりしないモノフィラメントであるため、取り外す過程において縛り糸５が結ばれたこと
が回避され、吻合クリップを快速に取り外して取り除くことに有利である。
【００１１】
　簡単に吻合クリップを取り除くために、縛り糸５の一端は、一つの噛合具又は一つの弾
性具に固定される。これにより、吻合クリップが取り外された後に、縛り糸は一つの噛合
具又は一つの弾性具に接続されることが保証され、吻合クリップを簡単に掴んで取り除く
ことができる。
【００１２】
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　簡単に吻合クリップを取り除くために、縛り糸５の自由端には、環状の引っ張り部６が
設けられる。吻合クリップを取り外す際に、取り外し装置を環状の引っ張り部６内に挿入
し、巻き付ける方向の反対方向に沿って巻き付けることにより縛り糸の取り外しが実現さ
れる。
【００１３】
　継続的かつ安定した十分な挟み力を提供するために、第１弾性具及び第２弾性具は、弾
性のある金属材料、例えばばね鋼で作製され、挟み力が強い。ニチノール形状記憶合金で
あることが好ましく、当該材料で作成された弾性具は、使用温度で自動的に自身の塑性変
形を元の形状に戻すことができるため、継続的かつ安定した十分な挟み力を提供できる。
第１弾性具及び第２弾性具は、ストリップ状構造であり、円弧構造であることが好ましい
。弧形の弾性具は、図５に示されるねじりばね構造であってもよい。吻合クリップを簡単
に取り外すために、吻合クリップは、自然状態においてアーチ状になり、解放した後に噛
合具の噛合歯が組織覆われ、取り外し可能な接続部は、組織から露出する。
【００１４】
　噛み合わせの効果を確保するために、噛合具は、弾性の良い材料、例えばばね鋼又はニ
チノール合金で作製され、或いは制成，或由弾性の良い高分子材料、例えばポリオキシメ
チレンで作製される。さらに、噛合具の形状は、レーキ状構造又は針状構造であり、噛合
歯にスパイク部が設けられる。これにより、吻合クリップが解放する際に噛合具が内側に
回転し、スパイク部が組織に差し込み、組織がしっかり把持され、組織を集める効果がよ
く、よりいい挟み効果が実現される。
【００１５】
　本実施例において、縛り接続は、捻じ糸縛り接続であってもよい，図６に示すように、
捻じ糸を位置規制溝内に置くことにより噛合具の端部と弾性具の端部をしっかり捻って縛
る。捻じ糸の反対方向に捻じ糸を解放し、吻合クリップを取り外してから取り除くことが
できる。縛り糸は、硬質の材料で作製され、金属糸であることが好ましい。金属糸により
しっかり縛ることができ、操作が簡単である。また、縛った後に捻じ糸の両端に環状引っ
張り部６を設けることにより、縛り糸を取り外すことと取り除くことが容易になる。
【００１６】
　本実施例中において、取り外し可能な接続部１１は、スリーブ接続を採用してもよい。
図７に示すように、第１噛合具１、第２噛合具３、第１弾性具２、及び第２弾性具４の端
部には、位置規制溝が形成される。スリーブ７には、位置規制溝に対応する係止部が設け
られる。スリーブ７における係止部は、位置規制溝と組み合わせてスリーブ接続を実現で
きる。スリーブ７には、球状引っ張り部６が設けられる。スリーブ７を取り外せば、吻合
クリップを取り外すことができ、操作が簡単である。スリーブ７は、硬質の材料で作製さ
れ、金属スリーブであることが好ましい。金属スリーブは、変形しにくく、堅固で、固定
効果が良く、寿命が長い。
　本実施例中において、取り外し可能な接続部１１は、ピン接続を採用してもよい。図８
に示すように、第１噛合具１、第２噛合具３、第１弾性具２、及び第２弾性具４の端部に
形成される位置規制部は、ピン孔である。ピン孔と組み合わせるピン８は、ピン孔により
第１噛合具１、第２噛合具３、第１弾性具２の端部、及び第２弾性具４の端部を固定する
。ピン８をピン孔から取り出せば吻合クリップを取り外すことができ、操作が簡単である
。
【００１７】
　本実施例中において、取り外し可能な接続部１１は、クランプ接続を採用してもよい。
図９に示すように、第１噛合具１、第２噛合具３、第１弾性具２、及び第２弾性具４の端
部のいずれにも係止溝が形成される。クランプ１２は、係止溝と組み合わせて第１噛合具
１、第２噛合具３、第１弾性具２、及び第２弾性具４の端部を固定する。クランプ１２を
取り外せば、内視鏡用吻合クリップを取り外すことができ、操作が簡単である。
【００１８】
　本実施例中において、取り外し可能な接続部１１は、スリーブ接続とピン接続とを組み
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合わせて採用してもよい。図１０に示すように、スリーブ７には、ピン孔に対応する通孔
が形成される。ピン８は、通孔及びピン孔により噛合具の端部と弾性具の端部とを接続す
る。ピン８は、固定して接続する効果に加えて、スリーブ７が脱出することを防止する効
果も奏する。吻合クリップを取り除く際に、ピン８を抜き出してからスリーブ７を抜き出
すことにより、吻合クリップを取り外してから取り除くことができ、便利になる。
【００１９】
　本実施例中において、取り外し可能な接続部１１は、スリーブ接続と縛り接続とを組み
合わせて採用してもよい。図１１に示すように、スリーブ７の側面には、開口が形成され
る。開口は、位置規制溝と位置合わせされる。縛り糸は、スリーブ開口及び位置規制溝内
で縛り接続を行う。縛り糸５は、金属糸であることが好ましく、巻付縛りであってもよく
捻じ糸縛りであってもよい。吻合クリップを取り除く際に、縛り糸５を解けてからスリー
ブ７を抜き出すことにより、吻合クリップを取り外してから取り除くことができる。
【００２０】
　なお、本実施例において採用される縛り接続、スリーブ接続、ピン接続、又はクランプ
接続などの取り外し可能な接続方法は、本発明のすべての実施例に適用することができ、
他の実施例において一つずつ説明されない。また、他の取り外し可能な接続方法を採用す
る技術的解決策も本発明の保護範囲内にある。
【００２１】
　実施例２
　図１２～図１７において、本発明に係る取り外し可能な内視鏡用吻合クリップの第２実
施形態が示される。本実施例は、以下の点について実施例１と違う。第１噛合具１又は第
２噛合具３は第２弾性具４又は第２弾性具４に固定して接続される。
【００２２】
　図１２～図１３に示すように、吻合クリップは、第１噛合具１と、第２噛合具３と、第
１弾性具２と、第２弾性具４と、を含む。第１噛合具１及び第２噛合具３は、いずれも噛
合歯と、伸出部と、を含む。第１噛合具１を第１弾性具２に固定して接続し、第２噛合具
３を第２弾性具４に固定して接続し、二つの独立構造を接続することにより、二つの対角
位置に位置する取り外し可能な接続部１１が構成される。
【００２３】
　図１４～図１５に示すように、第１弾性具２及び第２弾性具４は、それぞれ第２噛合具
３の二つの端部に固定して接続され、第１噛合具１とはそれぞれ独立して独立構造になる
。二つの独立構造を接続することにより、二つの隣り合う角に位置する取り外し可能な接
続部１１が構成される。
【００２４】
　図１６～図１７に示すように、第１弾性具２の二つの端部は、第１噛合具１及び第２噛
合具３に固定して接続され、第２弾性具４の一端部は、第２噛合具３の端部に固定して接
続され、他端部は、第１噛合具１の他端部に取り外し可能に接続され、例えば縛り接続さ
れる。より簡単に吻合クリップを取り外して取り除くために、第１弾性具２の曲率は、第
２弾性具４の曲率よりも大きい。自然状態において、吻合クリップは、平面四角形である
。第１弾性具２及び第２弾性具４は、開いて変形するが、曲率が違うため、第１弾性具２
の回復力は、第２弾性具４の回復力よりも大きい。吻合クリップを取り外す際に、まずは
、縛られた縛り糸５を解けて、第１弾性具２の回復の幅が大きく、第１噛合具１及び第２
噛合具３を片方へ開ける。これにより、第１噛合具１及び第２噛合具３の組織に対するク
ランプ状態は解除され、そして取り外された吻合クリップを取り除く。当該構造を有する
吻合クリップにおいて、第１弾性具２のより大きい回復力を利用することにより、取り外
し回数が減少し、取り外し操作が容易になる。
【００２５】
　実施例３
　図１８～図１９において、本発明に係る取り外し可能な吻合クリップの第３実施形態が
示される。内視鏡用吻合クリップの取り外し可能な接続部は、スリーブ接続とピン接続と
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を組み合わせて採用する。噛合具は、金属材料で作製される。第１噛合具１の両側の伸長
部及び第２噛合具３の両側の伸長部は、弾性を有する。弾性具は、噛合具の両側の伸長部
であり、自然状態において、咬合面へ湾曲する弧形である。第１噛合具１と第２噛合具３
の伸長部の端部には、いずれもピン孔が形成される。スリーブ７には、対応する通孔が形
成される。ピン８は、ピン孔により第１噛合具１の伸長部と第２噛合具３の伸長部の端部
を接続することにより二つの対称的に内視鏡用吻合クリップの中央に位置する取り外し可
能な接続部が構成される。取り外し可能な接続部１１は、第１噛合具１の伸長部の端部と
、第２噛合具３の伸長部の端部と、スリーブ７と、ピン８と、を含む。取り付ける際に、
噛合具の伸長部の端部をスリーブ７に挿入してからピン８をピン孔と通孔に挿入すること
により、吻合クリップの取り付け操作が完了する。取り外す際に、ピン８を抜き出してか
らスリーブ７から噛合具を抜き出すことにより吻合クリップの取り外しが実現される。当
該構造を有する吻合クリップは、自然状態においてアーチ型の楕円形である。
【００２６】
　本実施例において、スリーブ７は、金属スリーブであることが好ましい。ピン８は、金
属ピンであることが好ましい。金属材料のスリーブ７又はピン８を採用することにより、
吻合クリップの接続安定性が高くなり、吻合クリップの使用寿命が長くなる。
【００２７】
　本実施例において、接続部は、スリーブ接続だけにより接続されてもよい。弾性具の端
部には、位置規制溝が形成され、スリーブ７には、位置規制溝に対応する係止部が設けら
れる。部品数が少なく、取り外しが簡単で、部品を失いにくい。
【００２８】
　本実施例において、弾性具の端部のピン孔とスリーブ通孔の数は一つであってもよく、
複数であってもよい。ピンの数は、それと相応する数であり、具体的な数は状況によって
把握される。
【００２９】
　より良い吻合クリップの挟み効果を実現するために、第１噛合具１と第２噛合具３の伸
長部の材料は、ニチノール形状記憶合金であることが好ましい。持続的に安定な挟み力を
吻合クリップに提供することができ、挟み効果がよくなる。
　吻合クリップを容易に取り除くために、ピン８のピン孔に挿入されていない一端には、
環状の引っ張り部６が設けられ、組織を把持することにも取り除くことにも有利である。
【００３０】
　実施例４
　図２０～図２１において、本発明に係る取り外し可能な吻合クリップの第４実施形態が
示される。内視鏡用吻合クリップは、六つの中心対称に配置される噛合具を含む。噛合具
１と、弾性具２とは、一体成形される。噛合具１は、噛合歯を含む。弾性具２は、噛合具
１の両側の伸長部であり、伸長部は、弾性を有する。一体成形された噛合具の両側の伸長
部は、噛合歯の反対方向に湾曲する弧形である。六つの噛合具の伸長部の端部を端から端
まで接続することにより構成される六つの取り外し可能な接続部１１は、吻合クリップの
六つの角に位置する。取り外し可能な接続部は、縛り接続を採用し、接続された状態にお
ける取り外し可能な接続部１１は、噛合具の伸長部の端部と、巻き付けられる縛り糸５と
、を含む。自然状態における吻合クリップは、平面六角星形である。取り付ける際に、噛
合具の伸出部の端部を順に縛り接続することにより吻合クリップの取り付けが実現される
。取り外す際に、縛り糸を解けば吻合クリップの取り外しが実現される。
【００３１】
　好ましくは、噛合具は、弾性金属材料で作製され、ニチノール形状記憶合金であること
が好ましい。持続的に安定な挟み力を提供することができ、挟み効果がよくなる。
【００３２】
　好ましくは、縛り糸５は、金属糸、例えばステンレス鋼線である。縛り効果が良い。
【００３３】
　吻合クリップを簡単に取り外すために、縛り糸５の一端は、噛合具の伸長部に固定され
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外すこと及び取り除くことが便利になる。
【００３４】
　本実施例において、中心対称に配置される噛合具の数は少なくとも三つである、具体的
な数は、状況によって把握される。
【００３５】
　図２２は、図１における内視鏡用吻合クリップの取付・解放の示意図である。吻合クリ
ップは、解放される前に吻合クリップの第１弾性具２と第２弾性具４を湾曲させる。第１
弾性具２と第２弾性具４が湾曲して変形することにより第１噛合具１と第２噛合具３は外
側に反転し、噛合歯は外反状態になる。この状態で吻合クリップの取付を内視鏡の端部の
透明キャップ９の外で完成させる。取付を完成させた後、吻合クリップの第１噛合具１及
び第２噛合具３は開き状態であり、噛合歯上に設けられたスパイク部は透明キャップの末
端に指向し、引っ張り糸１０を引っ張ることで吻合クリップを透明キャップ９の末端に移
動させ、透明キャップ９から脱離して解放される。解放される瞬間、第１弾性具２及び第
２弾性具４は迅速に元の形状に復元することで、第１噛合具１と第２噛合具３の噛合歯を
内側に反転させ、組織をクリップして集める。クリップされた組織が癒合した後、内視鏡
デバイスチャンネルを介して取り外しデバイスを導入し、縛り糸５の環状の引っ張り部６
をつかみ、巻線の反対方向に巻線を解き、吻合クリップを分解してから取り外す。これに
よって、吻合クリップの取り外しは大幅に容易になる。なお、本実施例の吻合クリップの
解放方法は、本発明の全ての実施例に適用される。
【００３６】
　上記は本発明の好ましい実施形態にすぎず、本発明の保護範囲を限定するものではない
。当業者は、本発明の原理から逸脱しない限り、若干の改良及び修正を加えることができ
る。これらの改良及び修正も本発明の保護の範囲と見なされる。
【符号の説明】
【００３７】
　１：第１噛合具
　２：第１弾性具
　３：第２噛合具
　４：第２弾性具
　５：縛り糸
　６：引っ張り部
　７：スリーブ
　８：ピン
　９：透明キャップ
　１０：引っ張り糸
　１１：接続部
　１２：クランプ
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【図１】 【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】 【図１５】
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【図１６】

【図１７】

【図１８】

【図１９】 【図２０】
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【図２１】 【図２２】

【手続補正書】
【提出日】令和2年11月17日(2020.11.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　噛合具と、弾性具と、を含む取り外し可能な内視鏡用吻合クリップであって、
　前記噛合具及び前記弾性具の数は、それぞれ少なくとも二つであり、
　前記噛合具の端部と、前記弾性具の端部とは、順次接続されて複数の接続部が構成され
、
　前記複数の接続部のうち少なくとも一つの接続部は、取り外し可能な接続部である
ことを特徴とする取り外し可能な内視鏡用吻合クリップ。
【請求項２】
　前記取り外し可能な接続部は、縛り接続、スリーブ接続、ピン接続、及びクランプ接続
のうちのいずれかの一種の接続方式又は複数種の接続方式の組み合わせにより接続される
ことを特徴とする請求項１に記載の取り外し可能な内視鏡用吻合クリップ。
【請求項３】
　前記噛合具の端部及び前記弾性具の端部には、いずれも位置規制部が設けられる
ことを特徴とする請求項２に記載の取り外し可能な内視鏡用吻合クリップ。
【請求項４】
　
前記接続方式は、縛り糸、スリーブ、ピン、及びクランプのうちのいずれかの一種又は複
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数種の組み合わせにより前記位置規制部に接続される
ことを特徴とする請求項３に記載の取り外し可能な内視鏡用吻合クリップ。
【請求項５】
　前記縛り糸、前記スリーブ、前記ピン、又は前記クランプには、引っ張り部が設けられ
る
ことを特徴とする請求項４に記載の取り外し可能な内視鏡用吻合クリップ。
【請求項６】
　前記噛合具は、第１噛合具と、第２噛合具により構成され、
　前記弾性具は、第１弾性具と、第２弾性具により構成され、
　前記第１噛合具の端部及び前記第１弾性具の端部と、前記第２噛合具の端部は、それぞ
れ前記第１弾性具の端部及び前記第２弾性具の端部に順次接続されて複数の前記接続部を
構成し、
　複数の前記接続部のうちの少なくとも一つは、取り外し可能な接続装置により接続され
、
　自然状態において、前記第１噛合具と前記第２噛合具とは噛み合わされ、
　前記取り外し可能な接続装置を取り外した後、前記第１噛合具と前記第２噛合具とは分
離される
ことを特徴とする請求項１に記載取り外し可能な内視鏡用吻合クリップ。
【請求項７】
　複数の前記接続部のうち、対角位置に位置する接続部は、取り外し可能な接続部である
ことを特徴とする請求項６に記載の取り外し可能な内視鏡用吻合クリップ。
【請求項８】
　複数の前記接続部のうち、隣り合う二つの接続部は、取り外し可能な接続部である
ことを特徴とする請求項６に記載の取り外し可能な内視鏡用吻合クリップ。
【請求項９】
　前記噛合具と前記弾性具とは、一体成形され、
　前記噛合具は、噛合歯を含み、
　前記弾性具は、前記噛合具の両側の伸長部であり、
　前記伸長部は、弾性を有する
ことを特徴とする請求項１に取り外し可能な内視鏡用吻合クリップ。
【請求項１０】
　前記弾性具は、弾性金属材料で作製される
ことを特徴とする請求項１から９のいずれか一項に記載の取り外し可能な内視鏡用吻合ク
リップ。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、医療機械技術分野に属し、特に取り外し可能な内視鏡用吻合クリップに関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　消化管出血は、消化管疾患の一般的な臨床症状であり、出血する部位によって、上部消
化管出血と下部消化管出血に分けられる。中でも、動脈性出血は、比較的に死亡率が高く
、特に消化管の急性動脈性出血の場合、死亡率が約10％であり、60歳以上の患者の出血死
亡率が30％から50％と高い。また、消化管穿孔も一般的な臨床疾患であり、ほとんどの穿
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孔患者は30～60歳（75％）である。消化管穿孔の死亡率は、27％であり、患者が高齢であ
るほど、死亡率が高くなる。
　現在、消化管出血及び消化管穿孔の臨床治療の主な方法としては、止血クリップ（例え
ば、ボストンサイエンティフィック製のresolution止血クリップ及び南京微創製のハーモ
ニークリップ）を使用して治療することであるが、その欠点は、挟み範囲が狭く、挟み力
が不十分であり、消化管動脈性出血と消化管穿孔に対する治療効果がよくないことである
。これらの欠点に対して、ドイツのオビスコ社によって、挟み力及び挟み範囲が良好なＯ
ＴＳＣ（Ｏｖｅｒ－ｔｈｅ－ｓｃｏｐｅ　Ｃｌｉｐ）吻合クリップが市販されているが、
この製品は高価であるとともに、解放した後に取り外しにくくなるため、吻合クリップを
取り除くには同社の特製のアーク切断装置により吻合クリップを切断する必要がある。
　現在、市販されている内視鏡用吻合クリップのほとんどは、一体成形されたもので、取
り外すことができない。手術後、吻合クリップを全体として取り除くしかない。しかしな
がら、取り除き操作が困難である。また、吻合クリップを全体として取り除く過程におい
て、組織に二次的損傷を引き起こしやすいため、手術後の吻合クリップの取り除きはさら
に困難になる。上記問題を早急に解決することが期待されている。
【発明の概要】
【０００３】
　前述した内容に鑑み、本発明は、従来技術において内視鏡用吻合クリップを取り除く操
作が困難な問題、挟み力が不十分な問題を解決するために、取り外し可能な内視鏡用吻合
クリップを提供することを目的とする。
【０００４】
　本発明は、以下の技術的方法により、その目的が実現される。
　本発明の一態様によれば、噛合具と、弾性具と、を含む取り外し可能な内視鏡用吻合ク
リップであって、噛合具及び弾性具の数は、それぞれ少なくとも二つであり、噛合具の端
部と、弾性具の端部とは、順次接続されて複数の接続部が構成し、複数の接続部のうち少
なくとも一つの接続部は、取り外し可能な接続部である。
　本発明の他の態様によれば、取り外し可能な接続部は、縛り接続、スリーブ接続、ピン
接続、及びクランプ接続のうちのいずれかの一種又は複数種の接続方式の組み合わせによ
り接続される。
　また、噛合具の端部及び弾性具の端部には、いずれも位置規制溝と、ピン孔と、係止溝
と、を含む位置規制部が設けられる。
　さらに、取り外し可能な接続部は、縛り接続を採用し、噛合具及び弾性具の端部には、
位置規制溝が形成される。
　さらに、取り外し可能な接続部は、スリーブ接続を採用し、噛合具及び弾性具の端部に
は、位置規制溝が設けられ、スリーブには、位置規制溝に対応する係止部が設けられる。
　さらに、取り外し可能な接続部は、ピン接続を採用し、噛合具及び弾性具の端部には、
ピン孔が設けられ、ピンは、ピン孔により噛合具と弾性具の端部を固定する。
　さらに、取り外し可能な接続部は、クランプ接続を採用し、噛合具及び弾性具の端部に
は、クランプに対応する係止溝が形成される。
　さらに、接続方式は、縛り糸、スリーブ、ピン、及びクランプのうちのいずれかの一種
又は複数種の組み合わせにより前記位置規制部に接続される。
　さらに、取り外し可能な接続部の縛り糸、スリーブ、ピン、又はクランプには、引っ張
り部が設けられる。
　さらに、噛合具は、第１噛合具と、第２噛合具により構成され、弾性具は、第１弾性具
と、第２弾性具により構成され、第１噛合具の端部及び第１弾性具の端部と、第２噛合具
の端部及び第２弾性具の端部とは、順次接続されて複数の接続部を構成し、少なくとも一
つの接続部は、取り外し可能な接続装置により接続され、自然状態において、第１噛合具
と第２噛合具とは相互に噛み合わされ、取り外し可能な接続装置を取り外した後、第１噛
合具と第２噛合具とは分離される。
　さらに、複数の接続部のうち、対角位置に位置する接続部は、取り外し可能な接続部で
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ある。
　さらに、複数の接続部のうち、隣り合う二つの接続部は、取り外し可能な接続部である
。
　さらに、噛合具と弾性具とは、一体成形され、噛合具は、噛合歯を含み、弾性具は、噛
合具の両側の伸長部であり、伸長部は、弾性を有する。
　さらに、弾性具は、弾性金属材料で作製される。
　さらに、噛合具の噛合歯には、スパイク部が設けられる。
　さらに、噛合具は、金属材料又は高分子材料で作製される。
　さらに、弾性具は、円弧構造である。
　さらに、弾性具は、ねじりばね構造である。
　さらに、縛り接続は、巻付縛りであり、縛り糸の一端は、噛合具又は弾性具に固定され
る。
　さらに、縛り接続は、縛り糸縛りであり、縛り糸は、被位置規制溝内に位置規制される
。
　さらに、縛り糸は、金属糸又は高分子糸である。
　さらに、噛合具及び弾性具の端部には、ピン孔が形成され、スリーブには、ピン孔に対
応する通孔が形成され、ピンは、通孔とピン孔に挿入することによりスリーブを固定する
ことが実現される。
　さらに、噛合具及び弾性具の端部には、位置規制溝が形成され、スリーブの側壁には、
位置規制溝に対応する開口が形成され、位置規制溝とスリーブ側壁の開口において、縛り
糸により縛ることによりスリーブを固定することが実現される。
　さらに、噛合具及び弾性具の数は、いずれも二つであり、二つの噛合具と二つの弾性具
は、合わせて四つの独立構造になる。この四つの独立構造を接続することにより四つの取
り外し可能な接続部が構成される。
　さらに、噛合具及び弾性具の数は、いずれも二つであり、第１噛合具と第１弾性具は固
定して接続することにより一つの独立構造が構成され、当該独立構造と、第２噛合具と、
第２弾性具とは、合わせて三つの独立構造になる。この三つの独立構造を接続することに
より三つの取り外し可能な接続部が構成される。
　さらに、噛合具及び弾性具の数は、いずれも二つであり、第１噛合具と第１弾性具は固
定して接続することにより一つの独立構造が構成され、第２噛合具と第２弾性具を固定し
て接続することにより一つの独立構造が構成され、この二つの独立構造を接続することに
より二つの対角位置に位置する取り外し可能な接続部が構成される。
　さらに、噛合具及び弾性具の数は、いずれも二つであり、第１弾性具と第２弾性具をそ
れぞれ第１噛合具の二つの端部に固定して接続することにより一つの独立構造が構成され
、当該独立構造と、第２噛合具とは、合わせて二つの独立構造になる。この二つの独立構
造を接続することにより二つの隣り合う角に位置する取り外し可能な接続部が構成される
。
　さらに、噛合具及び弾性具の数は、いずれも二つであり、第１弾性具の曲率は、第２弾
性具の曲率よりも大きく、第１噛合具の一端部及び第２噛合具の一端部は、それぞれ第１
弾性具の二つの端部に固定して接続され、第２弾性具の一端部は、第２噛合具の他端部に
固定して接続され、第２弾性具の他端部は、第１噛合具の他端部に取り外し可能に接続さ
れる。
　さらに、噛合具の数は、少なくとも三つであり、噛合具は、弾性具に固定して接続され
、端部を端から端まで接続することにより、複数の取り外し可能な接続部が構成され、中
央に対称になるように配置される。
　さらに、内視鏡用吻合クリップは、内視鏡の透明キャップ外に設けられて使用される。
　さらに、内視鏡用吻合クリップは、引っ張り糸で引っ張ることにより解放される。
【０００５】
　従来の技術に比べ、本発明は、以下の効果を奏する。
　ａ）本発明により提供される取り外し可能な内視鏡用吻合クリップにおいて、噛合具及
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び弾性具の接続部は、取り外し可能な接続部であり、構造設計が簡単で巧みであり、取り
外し可能な接続部を解くだけで、内視鏡用吻合クリップを取り外すことができる。内視鏡
用吻合クリップを全体として取り除く必要がなく、取り外してから取り除くことにより、
内視鏡用吻合クリップを迅速に取り除くことができる。これにより、内視鏡用吻合クリッ
プを取り除く難易度が低くなり、特に内視鏡用吻合クリップの噛合歯が組織で覆われてい
る場合、取り外された内視鏡噛合歯吻合クリップの部品を組織から抜けば、内視鏡用吻合
クリップを取り除くことができる。これにより、内視鏡用吻合クリップを取り除く際に周
囲の組織への損傷を低減することができる。
　ｂ）本発明により提供される取り外し可能な内視鏡用吻合クリップにおいて、弾性具は
、弾性のある金属材料で作製されるため、内視鏡用吻合クリップに継続的かつ安定した十
分な挟み力を提供できる。また、噛合具は、金属材料又はポリマー材料で作製されるため
、優れた生体力学的特性及び耐食性を有し、内視鏡用吻合クリップの使用寿命が延長され
る。さらに、噛合具の噛合歯にスパイク部を設けることにより、解放する際に噛合具が内
側に回転し、スパイク部が組織に差し込み、組織がしっかり把持され、組織を集める効果
がよく、よりいい挟み効果が実現される。
　ｃ）本発明により提供される取り外し可能な内視鏡用吻合クリップにおいて、取り外し
可能な接続部は、内視鏡用吻合クリップと対向して設けられてもよく、内視鏡用吻合クリ
ップと隣り合って設けられてもよく、内視鏡用内視鏡用吻合クリップの中央部に設けられ
てもよい。位置が柔軟に変更できるため、限られた内視鏡の視野の下での医師の操作に有
利である。
　本発明において、上記した各技術的解決策を互いに組み合わせることにより、より好ま
しい技術的解決策が実現される。本発明の他の特徴や利点については、後述する。また、
一部の利点は、明細書から明らかになるか、本発明を実施することにより理解できる。本
発明の目的及び他の利点は、明細書、特許請求の範囲、及び図面で特定される内容により
実現され、取得される。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
　図面は、具体的な実施例を説明するものであり、本出願を限定するためのものではない
。図面において、同じ参照符号は同じ構成部品を示す。
【０００７】
【図１】本発明の実施例１に係る内視鏡用吻合クリップの構造模式図である。
【図２】図１における内視鏡用吻合クリップが取り外された後の構造模式図である。
【図３】図１における内視鏡用吻合クリップの正面図である。
【図４】図１における内視鏡用吻合クリップが開けられて変形した後の構造模式図である
。
【図５】本発明の実施例１に係る弾性具がねじりばね構造である内視鏡用吻合クリップの
構造模式図である。
【図６】本発明の実施例１に係る縛り糸が縛り接続される内視鏡用吻合クリップの構造模
式図である。
【図７】本発明の実施例１に係るスリーブ接続される内視鏡用吻合クリップの構造模式図
である。
【図８】本発明の実施例１に係るピン接続される内視鏡用吻合クリップの構造模式図であ
る。
【図９】本発明の実施例１に係るクランプ接続される内視鏡用吻合クリップの構造模式図
である。
【図１０】本発明の実施例１に係るスリーブ接続とピン接続の組み合わせにより接続され
る内視鏡用吻合クリップの構造模式図である。
【図１１】本発明の実施例１に係るスリーブ接続と糸縛りの組み合わせにより接続される
内視鏡用吻合クリップの構造模式図である。
【図１２】本発明の実施例２に係る対角位置に位置する取り外し可能に接続される内視鏡
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用吻合クリップの構造模式図である。
【図１３】図１２における内視鏡用吻合クリップが取り外された後の構造模式図である。
【図１４】本発明の実施例２に係る隣り合う角に位置する取り外し可能に接続される内視
鏡用吻合クリップの構造模式図である。
【図１５】図１４における内視鏡用吻合クリップが取り外された後の構造模式図である。
【図１６】本発明の実施例２に係る一つの取り外し可能な接続部を有する内視鏡用吻合ク
リップの構造模式図である。
【図１７】図１６における内視鏡用吻合クリップが取り外された後の構造模式図である。
【図１８】本発明の実施例３に係る内視鏡用吻合クリップの構造模式図である。
【図１９】図１８における内視鏡用吻合クリップが取り外された後の構造模式図である。
【図２０】本発明の実施例４に係る内視鏡用吻合クリップの構造模式図である。
【図２１】図２０における内視鏡用吻合クリップが開けられて変形した後の構造模式図で
ある。
【図２２】図１における内視鏡用吻合クリップの取付・解放示意図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下は、図面を参照しながら本発明の好ましい実施例を詳しく説明する。ここで、図面
は、本発明の一部を構成し、本発明の実施例１とともに本発明の原理を説明するためのも
のであり、本発明の範囲を限定するためのものではない。
【０００９】
　実施例１
　図１～図１１において、本発明に係る取り外し可能な内視鏡用吻合クリップの第１実施
形態が示される。図１～図５に示すように、内視鏡用吻合クリップは、第１噛合具１と、
第１弾性具２と、第２噛合具３と、第２弾性具４と、を含む。第１噛合具１及び第２噛合
具３は、いずれも噛合歯と、伸出部と、を含む。第１噛合具１の端部と、第１弾性具２の
端部と、第２噛合具３の端部と、第２弾性具４の端部と、を端から端まで接続することに
より四つの取り外し可能な接続部１１が構成される。取り外し可能な接続部１１は、取り
外し可能な接続装置により接続される。自然状態において、第１噛合具１と第２噛合具３
は、噛み合わせ状態にあり、取り外し可能な接続装置を取り外すことにより第１噛合具１
と第２噛合具３とは分離される。取り外し可能な接続装置は、縛り糸５であり、すなわち
取り外し可能な接続部１１は、巻付縛り接続を採用する。接続状態において、取り外し可
能な接続部１１は、第１噛合具１の端部と、第１弾性具２の端部と、巻き付けられる縛り
糸５と、を含む。二つの噛合具及び二つの弾性具の端部には、弾性具、噛合具、及び縛り
糸５の位置を位置規制するために、いずれも位置規制部が形成される。位置規制部は、位
置規制溝である。縛り糸５は、金属糸でもよく、高分子糸でもよい。巻きつけることによ
り縛ることが完成され、取り外す際に、縛り糸５を反対側に巻きつけばよい。
【００１０】
　より良い縛り効果を得るために、縛り糸５はステンレス鋼線であることが好ましい。ス
テンレス鋼線は、巻きつけられた後に一定の形状を保つことができ、結ばなくてもしっか
り縛ることができ、操作が簡単で、固定効果が良い。縛り糸５は、重なり合ったり巻かれ
たりしないモノフィラメントであるため、取り外す過程において縛り糸５が結ばれたこと
が回避され、内視鏡用吻合クリップを快速に取り外して取り除くことに有利である。
【００１１】
　簡単に内視鏡用吻合クリップを取り除くために、縛り糸５の一端は、一つの噛合具又は
一つの弾性具に固定される。これにより、内視鏡用吻合クリップが取り外された後に、縛
り糸は一つの噛合具又は一つの弾性具に接続されることが保証され、内視鏡用吻合クリッ
プを簡単に掴んで取り除くことができる。
【００１２】
　簡単に内視鏡用吻合クリップを取り除くために、縛り糸５の自由端には、環状の引っ張
り部６が設けられる。内視鏡用吻合クリップを取り外す際に、取り外し装置を環状の引っ
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張り部６内に挿入し、巻き付ける方向の反対方向に沿って巻き付けることにより縛り糸の
取り外しが実現される。
【００１３】
　継続的かつ安定した十分な挟み力を提供するために、第１弾性具２及び第２弾性具４は
、弾性のある金属材料、例えばばね鋼で作製され、挟み力が強い。ニチノール形状記憶合
金であることが好ましく、当該材料で作成された弾性具は、使用温度で自動的に自身の塑
性変形を元の形状に戻すことができるため、継続的かつ安定した十分な挟み力を提供でき
る。第１弾性具２及び第２弾性具４は、ストリップ状構造であり、円弧構造であることが
好ましい。弧形の弾性具は、図５に示されるねじりばね構造であってもよい。内視鏡用吻
合クリップを簡単に取り外すために、内視鏡用吻合クリップは、自然状態においてアーチ
状になり、解放した後に噛合具の噛合歯が組織覆われ、取り外し可能な接続部１１は、組
織から露出する。
【００１４】
　噛み合わせの効果を確保するために、噛合具は、弾性の良い材料、例えばばね鋼又はニ
チノール合金で作製され、或いは制成，或由弾性の良い高分子材料、例えばポリオキシメ
チレンで作製される。さらに、噛合具の形状は、レーキ状構造又は針状構造であり、噛合
歯にスパイク部が設けられる。これにより、内視鏡用吻合クリップが解放する際に噛合具
が内側に回転し、スパイク部が組織に差し込み、組織がしっかり把持され、組織を集める
効果がよく、よりいい挟み効果が実現される。
【００１５】
　本実施例において、縛り接続は、縛り糸縛り接続であってもよい，図６に示すように、
糸を位置規制溝内に置くことにより噛合具の端部と弾性具の端部をしっかり縛り、縛るこ
とが完成される。縛り糸を解ける際に、縛り糸の反対方向に解けばよく、これにより内視
鏡用吻合クリップを取り外してから取り除くことができる。縛り糸は、硬質の材料で作製
され、金属糸であることが好ましい。金属糸によりしっかり縛ることができ、操作が簡単
である。また、縛った後に縛り糸の両端に環状引っ張り部６を設けることにより、縛り糸
を取り外すことと取り除くことが容易になる。
【００１６】
　本実施例中において、取り外し可能な接続部１１は、スリーブ接続を採用してもよい。
図７に示すように、第１噛合具１、第２噛合具３、第１弾性具２、及び第２弾性具４の端
部には、位置規制溝が形成される。スリーブ７には、位置規制溝に対応する係止部が設け
られる。スリーブ７における係止部は、位置規制溝と組み合わせてスリーブ接続を実現で
きる。スリーブ７には、球状引っ張り部６が設けられる。スリーブ７を取り外せば、内視
鏡用吻合クリップを取り外すことができ、操作が簡単である。スリーブ７は、硬質の材料
で作製され、金属スリーブであることが好ましい。金属スリーブは、変形しにくく、堅固
で、固定効果が良く、寿命が長い。
　本実施例中において、取り外し可能な接続部１１は、ピン接続を採用してもよい。図８
に示すように、第１噛合具１、第２噛合具３、第１弾性具２、及び第２弾性具４の端部に
形成される位置規制部は、ピン孔である。ピン孔と組み合わせるピン８は、ピン孔により
第１噛合具１、第２噛合具３、第１弾性具２の端部、及び第２弾性具４の端部を固定する
。ピン８をピン孔から取り出せば内視鏡用吻合クリップを取り外すことができ、操作が簡
単である。
【００１７】
　本実施例中において、取り外し可能な接続部１１は、クランプ接続を採用してもよい。
図９に示すように、第１噛合具１の端部、第２噛合具３の端部、第１弾性具２の端部、及
び第２弾性具４の端部のいずれにも係止溝が形成される。クランプ１２は、係止溝と組み
合わせて第１噛合具１の端部、第２噛合具３の端部、第１弾性具２の端部、及び第２弾性
具４の端部を固定する。クランプ１２を取り外せば、内視鏡用吻合クリップを取り外すこ
とができ、操作が簡単である。
【００１８】
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　本実施例中において、取り外し可能な接続部１１は、スリーブ接続とピン接続とを組み
合わせて採用してもよい。図１０に示すように、スリーブ７には、ピン孔に対応する通孔
が形成される。ピン８は、通孔及びピン孔により噛合具の端部と弾性具の端部とを接続す
る。ピン８は、固定して接続する効果に加えて、スリーブ７が脱出することを防止する効
果も奏する。内視鏡用吻合クリップを取り除く際に、ピン８を抜き出してからスリーブ７
を抜き出すことにより、内視鏡用吻合クリップを取り外してから取り除くことができ、便
利になる。
【００１９】
　本実施例中において、取り外し可能な接続部１１は、スリーブ接続と縛り接続とを組み
合わせて採用してもよい。図１１に示すように、スリーブ７の側面には、開口が形成され
る。開口は、位置規制溝と位置合わせされる。縛り糸は、スリーブ開口及び位置規制溝内
で縛り接続を行う。縛り糸５は、金属糸であることが好ましく、巻付縛りであってもよく
縛り糸縛りであってもよい。内視鏡用吻合クリップを取り除く際に、縛り糸５を解けてか
らスリーブ７を抜き出すことにより、内視鏡用吻合クリップを取り外してから取り除くこ
とができる。
【００２０】
　なお、本実施例において採用される縛り接続、スリーブ接続、ピン接続、又はクランプ
接続などの取り外し可能な接続方法は、本発明のすべての実施例に適用することができ、
他の実施例において一つずつ説明されない。また、他の取り外し可能な接続方法を採用す
る技術的解決策も本発明の保護範囲内にある。
【００２１】
　実施例２
　図１２～図１７において、本発明に係る取り外し可能な内視鏡用吻合クリップの第２実
施形態が示される。本実施例は、以下の点について実施例１と違う。第１噛合具１の一端
部は、第１弾性具２の一端部に固定して接続され、また/或いは第２噛合具３の一端部は
、第２弾性具４の一端部に固定して接続される。
【００２２】
　図１２～図１３に示すように、内視鏡用吻合クリップは、第１噛合具１と、第２噛合具
３と、第１弾性具２と、第２弾性具４と、を含む。第１噛合具１及び第２噛合具３は、い
ずれも噛合歯と、伸出部と、を含む。第１噛合具１の一端部を第１弾性具２の一端部に固
定して接続することにより、一つの独立構造が構成される。第２噛合具３の一端部を第２
弾性具４の一端部に固定して接続することにより、一つの独立構造が構成される。この二
つの独立構造を接続することにより、二つの対角位置に位置する取り外し可能な接続部１
１が構成される。
【００２３】
　図１４～図１５に示すように、第２噛合具３の二つの端部をそれぞれ第１弾性具２の一
端部及び第２弾性具４の一端部に固定して接続することにより、一つの独立構造が構成さ
れる。当該独立構造は、第１噛合具１と合わせて二つ独立構造になる。この二つの独立構
造を接続することにより、二つの隣り合う角に位置する取り外し可能な接続部１１が構成
される。
【００２４】
　図１６～図１７に示すように、第１弾性具２の二つの端部は、それぞれ第１噛合具１の
一端部及び第２噛合具３の一端部に固定して接続され、第２弾性具４の一端部は、第２噛
合具３の端部に固定して接続され、第２弾性具４の他端部は、第１噛合具１の他端部に取
り外し可能に接続され、例えば縛り接続される。より簡単に内視鏡用吻合クリップを取り
外して取り除くために、第１弾性具２の曲率は、第２弾性具４の曲率よりも大きい。自然
状態において、内視鏡用吻合クリップは、平面四角形である。第１弾性具２及び第２弾性
具４は、開いて変形するが、曲率が違うため、第１弾性具２の回復力は、第２弾性具４の
回復力よりも大きい。内視鏡用吻合クリップを取り外す際に、まずは、縛られた縛り糸５
を解けて、第１弾性具２の回復の幅が大きく、第１噛合具１及び第２噛合具３を片方へ開
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ける。これにより、第１噛合具１及び第２噛合具３の組織に対するクランプ状態は解除さ
れ、そして取り外された内視鏡用吻合クリップを取り除く。当該構造を有する内視鏡用吻
合クリップにおいて、第１弾性具２のより大きい回復力を利用することにより、取り外し
回数が減少し、取り外し操作が容易になる。
【００２５】
　実施例３
　図１８～図１９において、本発明に係る取り外し可能な内視鏡用吻合クリップの第３実
施形態が示される。内視鏡用吻合クリップの取り外し可能な接続部１１は、スリーブ接続
とピン接続とを組み合わせて採用する。噛合具は、金属材料で作製される。第１噛合具１
の両側の伸長部及び第２噛合具３の両側の伸長部は、弾性を有する。弾性具は、噛合具の
両側の伸長部であり、自然状態において、咬合面へ湾曲する弧形である。第１噛合具１と
第２噛合具３の伸長部の端部には、いずれもピン孔が形成される。スリーブ７には、対応
する通孔が形成される。ピン８は、ピン孔により第１噛合具１の伸長部の端部と第２噛合
具３の伸長部の端部を接続することにより二つの対称的に内視鏡用吻合クリップの中央に
位置する取り外し可能な接続部が構成される。取り外し可能な接続部１１は、第１噛合具
１の伸長部の端部と、第２噛合具３の伸長部の端部と、スリーブ７と、ピン８と、を含む
。取り付ける際に、噛合具の伸長部の端部をスリーブ７に挿入してからピン８をピン孔と
通孔に挿入することにより、内視鏡用吻合クリップの取り付け操作が完了する。取り外す
際に、ピン８を抜き出してからスリーブ７から噛合具を抜き出すことにより内視鏡用吻合
クリップの取り外しが実現される。当該構造を有する内視鏡用吻合クリップは、自然状態
においてアーチ型の楕円形である。
【００２６】
　本実施例において、スリーブ７は、金属スリーブであることが好ましい。ピン８は、金
属ピンであることが好ましい。金属材料のスリーブ７又はピン８を採用することにより、
内視鏡用吻合クリップの接続安定性が高くなり、内視鏡用吻合クリップの使用寿命が長く
なる。
【００２７】
　本実施例において、接続部は、スリーブ接続だけにより接続されてもよい。弾性具の端
部には、位置規制溝が形成され、スリーブ７には、位置規制溝に対応する係止部が設けら
れる。部品数が少なく、取り外しが簡単で、部品を失いにくい。
【００２８】
　本実施例において、弾性具の端部のピン孔とスリーブ通孔の数は一つであってもよく、
複数であってもよい。ピンの数は、それと相応する数であり、具体的な数は状況によって
把握される。
【００２９】
　より良い内視鏡用吻合クリップの挟み効果を実現するために、第１噛合具１と第２噛合
具３の伸長部の材料は、ニチノール形状記憶合金であることが好ましい。持続的に安定な
挟み力を内視鏡用吻合クリップに提供することができ、挟み効果がよくなる。
　内視鏡用吻合クリップを容易に取り除くために、ピン８のピン孔に挿入されていない一
端には、環状の引っ張り部６が設けられ、組織を把持することにも取り除くことにも有利
である。
【００３０】
　実施例４
　図２０～図２１において、本発明に係る取り外し可能な内視鏡用吻合クリップの第４実
施形態が示される。内視鏡用吻合クリップは、六つの中心対称に配置される噛合具を含む
。噛合具１と、弾性具２とは、一体成形される。噛合具１は、噛合歯を含む。弾性具２は
、噛合具１の両側の伸長部であり、伸長部は、弾性を有する。一体成形された噛合具の両
側の伸長部は、噛合歯の反対方向に湾曲する弧形である。六つの噛合具の伸長部の端部を
端から端まで接続することにより構成される六つの取り外し可能な接続部１１は、内視鏡
用吻合クリップの六つの角に位置する。取り外し可能な接続部は、縛り接続を採用し、接
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続された状態における取り外し可能な接続部１１は、噛合具の伸長部の端部と、巻き付け
られる縛り糸５と、を含む。自然状態における内視鏡用吻合クリップは、平面六角星形で
ある。取り付ける際に、噛合具の伸出部の端部を順に縛り接続することにより内視鏡用吻
合クリップの取り付けが実現される。取り外す際に、縛り糸を解けば内視鏡用吻合クリッ
プの取り外しが実現される。
【００３１】
　好ましくは、噛合具は、弾性金属材料で作製され、ニチノール形状記憶合金であること
が好ましい。持続的に安定な挟み力を提供することができ、挟み効果がよくなる。
【００３２】
　好ましくは、縛り糸５は、金属糸、例えばステンレス鋼線である。縛り効果が良い。
【００３３】
　内視鏡用吻合クリップを簡単に取り外すために、縛り糸５の一端は、噛合具の伸長部に
固定される。縛り糸の自由端には、環状の引っ張り部６を設けることにより、内視鏡用吻
合クリップの取り外すこと及び取り除くことが便利になる。
【００３４】
　本実施例において、中心対称に配置される噛合具の数は少なくとも三つである、具体的
な数は、状況によって把握される。
【００３５】
　図２２は、図１における内視鏡用内視鏡用吻合クリップの取付・解放の示意図である。
内視鏡用吻合クリップは、解放される前に内視鏡用吻合クリップの第１弾性具２と第２弾
性具４を湾曲させる。第１弾性具２と第２弾性具４が湾曲して変形することにより第１噛
合具１と第２噛合具３は外側に反転し、噛合歯は外反状態になる。この状態で内視鏡用吻
合クリップの取付を内視鏡の端部の透明キャップ９の外で完成させる。取付を完成させた
後、内視鏡用吻合クリップの第１噛合具１及び第２噛合具３は開き状態であり、噛合歯上
に設けられたスパイク部は透明キャップの末端に指向し、引っ張り糸１０を引っ張ること
で内視鏡用吻合クリップを透明キャップ９の末端に移動させ、透明キャップ９から脱離し
て解放される。解放される瞬間、第１弾性具２及び第２弾性具４は迅速に元の形状に復元
することで、第１噛合具１と第２噛合具３の噛合歯を内側に反転させ、組織をクリップし
て集める。クリップされた組織が癒合した後、内視鏡デバイスチャンネルを介して取り外
しデバイスを導入し、取り外しデバイスが縛り糸５の環状の引っ張り部６をつかみ、巻線
の反対方向に巻線を解き、内視鏡用吻合クリップを分解してから取り外す。これによって
、内視鏡用吻合クリップの取り外しは大幅に容易になる。なお、本実施例の内視鏡用吻合
クリップの解放方法は、本発明の全ての実施例に適用される。
【００３６】
　上記は本発明の好ましい実施形態にすぎず、本発明の保護範囲を限定するものではない
。当業者は、本発明の原理から逸脱しない限り、若干の改良及び修正を加えることができ
る。これらの改良及び修正も本発明の保護の範囲と見なされる。
【符号の説明】
【００３７】
　１：第１噛合具
　２：第１弾性具
　３：第２噛合具
　４：第２弾性具
　５：縛り糸
　６：引っ張り部
　７：スリーブ
　８：ピン
　９：透明キャップ
　１０：引っ張り糸
　１１：接続部
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　１２：クランプ
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